
 中小企業等エネルギー対策交付金【緊急分】 

１５％以上の節電を目標とした 

軽微な設備導入補助金 
 

１ 趣  旨 

  今夏の電力不足が懸念される中、中小企業等が取り組む省エネ・節電・ピークカット対

策に寄与する事業に対する緊急支援を行う。 

 

２ 事業内容 

    空調の省エネチューニング、デマンド監視装置、ポータブル発電機等の軽微な設備導

入に係る経費の２分の１を補助する（補助額上限 ３００千円）。 

 

３ 補助対象者 

 （１）府内に事業所を有する中小企業等（中小企業基本法第２条に定めるもの、又は、

これらを構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの） 

 （２）商店街団体においては、中小企業等のうち別表に掲げるもの 

 

４ 補助対象要件 

   ７月末までに完了（設備導入が済んだもの、又は作業・工事などを完了したもの）

するもの。 

   

５ 補助対象経費 

   当該設備導入等に必要な経費 

 

６ 補助対象期間 

   平成２４年６月８日～７月３１日 

 

７ 申請先 

      中小企業応援隊 

   （商工会・商工会議所・商工会連合会・中央会・（公財）京都産業２１） 

 

８ 申請期間 

      平成２４年６月２６日～７月６日（受付時間：平日９時から１７時まで） 

 

 

 

 

《お問い合わせ先》 

 久御山町商工会  担当 鵜ノ口・片岡・檜垣・梅原 

電話 ０７５－６３１－６５１８ 



 
別表 

商店街振興組
合 
 

商店街振興組合法に基づく商店街振興組合 
 

事業協同組合 
 

商店街及び小売市場（以下「商店街等」という。）における事業協
同組合 
 

任意団体 
 

商店街等において、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制
定している任意組織団体 

共同出資会社 
 
 
 
 
 

２以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を
出資している会社（株式会社にあっては総株主（株主総会において
決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使すること
ができない株主を除く。）の議決権に占める中小小売商業者の有す
る議決権の割合が１０分の７以上であるものに、持分会社にあって
はその社員（業務執行権を有しないものを除く。）に占める中小小
売商業者の割合が２分の１を超えているものに限る。） 

特定会社 
 
 
 
 

商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社（株式会社
にあっては総株主の議決権に占める中小企業者以外の会社の有す
る議決権の割合が２分の１未満であるものに、持分会社にあっては
その社員に占める大企業者の割合が２分の１未満であるものに限
る。） 
 

事業実行委員
会 
 
 

前各号に該当する複数の団体が中心となって、商店街等の活性化を
目指すための事業活動を行う目的で組織された府内に事務所を有
する団体であって、定款に類する規約等を有し、自ら経理する等の
会計組織を有するもの。 

 

 

 


